
医療福祉相談室

2. 自立訓練・生活訓練（宿泊型）

3. 訪問看護

各サービスの詳細については医療福祉相談室のソーシャルワーカーまでご質問ください。

福祉サービスを利用する際、相談にのってくれ、ケアプランを作成し、ニーズ

に沿った支援をコーディネートします。

< 一般相談 >

< 特定相談 >

平成 30 年 4 月 2 日改訂

4～10人程で共同生活を行う施設で、

世話人がおり日常生活の相談 ( 服薬、

金銭管理など ) や、食事等の援助を

受けることができます。

地域生活に向けた暮らしの練習をする

施設です。一定期間 (2 年間 ) 入所し、

スタッフと一緒に生活リズムを整えな

がら、掃除や洗濯、炊事、服薬管理、

金銭管理などの練習を行います。長野

県内に 5 か所あります。

看護師やソーシャルワーカーが自宅に訪

問させて頂き、体調や生活上の相談にの

ります。（自立支援医療が使えます）当院

でも訪問看護を行っております。詳しく

は外来看護師・ソーシャルワーカーまで

ご質問ください。

＊上記の他にも地域には一人暮らしを支えるサービスや、市町村の保健師や、地

域活動支援センターのスタッフなど、生活を支援してくれるスタッフがたくさん

おります。


